
別紙１

主要施策
（節）

施策
（項）

款

目

細事項

≪平成２４年度薩摩川内市事務事業評価表≫ 

事務事業名 市営墓地管理運営事業 担当者 橋口

事
業
の
内
容

対象
（誰を，何を
対象とする
事業か）

市営墓地 1450区画
・市営共同納骨堂　116区画

所管部課名 市民福祉部環境課 事業の根拠
（根拠法令）

墓地、埋葬等に関する法律

 １　事務事業の位置付け（Ｐｌａｎ）

・適切な管理
広報等 残 解消

目標年度は設定できない。

　２　事務事業の実施　（Ｄｏ）

手段
（市がどの
ような活動
をするか）

指定管理者に管理委託

平成16年度

活動指標
（市として何を行

うか？）
最終目標値

事業開始年度

事業の種類

指標名
・適切な管理
・広報等による残区画の解消

・使用率100%

最終年度

指標名

会計 一般会計 衛生費

誰もが安心して快適に暮らせるまち
づくり

環境対策の充実

　事業の概要

市営墓地・納骨堂を指定管理者へ管理委託するもの。

予算科目
等

事項 市営墓地管理費 市営墓地管理費・市営墓地維持補修費

項 環境費 環境総務費

葬斎場・墓地環境の整備

総合計画上の
位置づけ

施策の
基本方針

政策
（章）

ソフト事業 建設・整備事業 施設管理 内部管理

8,458 8,471 8,471

6

15

3,584 3,471 3,471

4,853 5,000 5,000

0.50 0.50 0.50

0.50 0.50 0.50

% 82.8 83.9 84.3

- - -

8,458 8,471 8,471

573 1,253 1,253

7,885 7,218 7,218

財
源
内
訳

平成２５年度
見込み

報償費
・指定管理選定委員
会謝金

- -

委託料
・指定管理料

3,237

0.50 0.50

千円

事務事業費 8,225 8,471

3,471

要員配置状況 0.50

旅費
・指定管理選定委員
会旅費

平成２３年度
決算

平成２４年度
予算額

経
費
及
び
指
標
の
推
移

項目 単位
平成２２年度

決算
平成２６年度

見込み

成果指標
（活動をした上

で，目標となる成
果をどのように設

定するか？）

最終目標値 ・使用率100%

最終年度 目標年度は設定できない。

工事請負費
・川内芸ノ尾第1法面
補強工事

4,988 5,000

0.50

・広報等による残区画の解消

意図
（どのような
目的で事業
を行うか）

市営墓地等の適切な管理を行う

指標名

7,218

職員

事務事業費

活動指標の推移

千円

8,225 8,471

国・県支出金

人
嘱託員

臨時職員等

その他 1,553 1,253

6,672

83.1 83.5

成果指標の推移

一般財源

ソフト事業 建設・整備事業 施設管理 内部管理

1



　３　事業の視点別評価　（Ｃｈｅｃｋ）

有
　
効
　
性

成果の達成度
（上記選択の理由）
・市営墓地及び共同納骨堂１，５６６区画のうち利用区画１，３０２区画で２６４区画が残区画である。

成果の向上余地
（上記選択の理由）
・入来向山墓地については、使用基準が細かく約７割が残区画となっている。条件を緩和すれば売却が進むと思われるが、既存の利用者
との不公平感が生じる。
・厚生労働省通知により、墓地の管理については、原則地方公共団体とされているが、地域共同体の管理組合による共同墓地が適切に
運営されていることから、広範囲の利用ではなく、地域色の強い市営墓地について、地域での運営が可能な場合には地域への無償譲渡を
検討する。
・永代使用料を徴していない墓地もあるため管理料等の徴収についても検討する。
・川内芸ノ尾墓地は傾斜地に設置されているため、法面崩壊が多く、計画的に補強工事を行っており、あと６～７年を要する。安全対策を
整えたうえで広報紙等で周知を図る。
・無縁仏等の遺骨を収納する施設「薩摩川内市慰霊塔」については遺骨の収納スペースが狭くなってきているため、骨壷の小型化など対
策を検討する。

　４　事業の改革・改善の方向性　（Ａｃｔｉｏｎ）

内部評価結果

妥
　
当
　
性

対象・手段の妥当性
（上記選択の理由）
公の施設である市営墓地を指定管理者に管理運営させることについては、地方自治法及び条例の定めるところにより実施している。

市が関与すべき妥当性
（上記選択の理由）
厚生労働省通知「墓地経営・管理の指針」に基づき、経営主体については、市町村等の地方公共団体が原則である。
（これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人、地域共同体の管理組合（五人以上）に限るとされている。）

効
　
率
　
性

事業費の削減余地
（上記選択の理由）
指定管理料により運営されており削減の余地はない。

人件費の削減余地
（上記選択の理由）
必要最小限の事務を行っており削減の余地はない。

妥当である 改善の余地はある 妥当でない

市で実施すべき 民間でも可能 民間で実施すべき

削減余地がある 削減余地はない

かなり高い やや高い 低い

かなりある ある程度ある ほとんどない

削減余地がある 削減余地はない

現状のまま継続

見直しの上で継続 縮小移管他の事業と統合拡大 手段の改善

休止 廃止

高い 低い

高い 低い

高い 低い

現状のまま継続

見直しの上で継続 縮小移管他の事業と統合拡大 手段の改善

休止 廃止

外部評価結果のまとめ

今後の改革の方向性

内
部
評
価

（
一
次

）

外
部
評
価

（
二
次

）

外部評価結果

今後の改革の方向性

上記方向の理由
・地域色の強い市営墓地について、地域での運営が可能な墓地については地域に無償譲渡を進めていく。

効率性　　⇒

有効性　　⇒

妥当性　　⇒
事業の視点別評価

改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画
・受け皿となる地域等の了解を得、了解いただいた墓地のみ無償譲渡する。

⇒今後の方向性

⇒今後の方向

現状のまま継続

見直しの上で継続 縮小移管他の事業と統合拡大 手段の改善

休止 廃止

高い 低い

高い 低い

高い 低い

現状のまま継続

見直しの上で継続 縮小移管他の事業と統合拡大 手段の改善

休止 廃止
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市営墓地管理運営事業について 
Ｈ２４．７．１市民福祉部環境課 

１ 市営墓地の概要 

名称 区画数
残 

H24.3

使用率

% 

使用基準 
1世帯につき 1区画 

及び墳墓 1基 
永代使用料 所在地 

建設の 

背 景 

指 定 

管理者 

川内芸ノ尾 

第 1墓地 
（昭和２０年代設置） 

325 25 92.3

9 ㎡以内(特例 13㎡以内) 

①墳墓等の高さ 2.5ｍ以下 

②周壁等の高さ 0.5ｍ以下 

③植木高さ 2ｍ以下 

2万円/㎡

国分寺町 

戦 災 復 興

区画 整 理

事業 

(株) 

誠建設 

川内芸ノ尾 

第 2墓地 
（昭和６３年設置） 

201 13 93.5

5 ㎡以内（特例 13㎡以内）

①墳墓等の高さ 2.5ｍ以下 

②周壁等の高さ 0.5ｍ以下 

③植木高さ 2ｍ以下 

19 万円/区画

第１墓地

の残 区 画

数の 減 少

に対処 

入来向山墓地 
（平成８年設置） 90 62 30.4

6.4 ㎡以内 

①墳墓等の高さ 1.6ｍ以下 

②周壁，植木，樹木類禁止

③墓標の形式は，洋式。 

30 万円/区画
入来町 

副田 

住 民 の 公

営墓 地 建

設陳 情 の

提出 

里薗上墓地 
（昭和５６年頃設置） 249 48 80.7  

里町里 

県 道 沿 い

の景 観 上

の問 題 か

ら移転 

水 建 

シ ス テ

ム(有) 

里薗下墓地 
（昭和５６年頃設置） 179 23 87.2  

里観農墓地 
 （不明） 271 79 70.8  

里寺山墓地 
 （不明） 51 8 84.3  

鹿島小牟田墓地 
（昭和５８年度設置） 84 6 92.9

納骨堂等を設置する場合は，

市の区画した面積以内とし，

その高さは 1.8ｍ以内 

 
鹿島町 

藺牟田 

離島振興事

業 

鹿島地区

七  区

自 治 会

計 1,450 264 81.8     

※ 永代使用料…造成費と管理費相当額を含んだ額で設定。 
 

２ 共同納骨堂 

名称 区画数 残
使用率

% 
使用基準 永代使用料 所在地 

建設の 

背 景 

指 定 

管理者 
樋脇岩下 

共同納骨堂 
 （昭和５３年度設置）

84 0 100 目的外使用・転貸の禁止 なし 
樋脇町 

塔之原 
地域改善施

設(同和対策

施設整備事

業) 

樋脇岩下

共同納骨堂

管理組合

入来大内田 

共同納骨堂  
（昭和５３年度設置） 

32 0 100 〃 なし 
入来町 

副田 

大内田自治

会(入来)

 

３ 共同墓地等の許可基準 

項目 墓地 納骨堂 

根拠 

墳墓を設けるため市長の許可を受け設置したも

の。経営主体は，市及び宗教法人，公益法人，地

域共同体の管理組合（５人以上）に限定 

他人の委託を受けて，焼骨を収蔵するために納骨堂として

市長が許可した施設 

許可 

基準 

道路，河川，海岸，鉄道又は軌道に沿わないで，

人家その他人の多数集合する場所から１００メー

トル以上離れ，飲料水を汚染するおそれのない場

所であること 

管理に必要な場所に設置 

容易に納骨堂とわかる施設 

法人の場合は，宗教法人又は公益法人等に限定 

管理組合の場合，組合員５人以上の登録があり，

５基以上の墳墓を建立する施設 

管理組合の場合，組合員５人以上の登録があり，５基以上

の墳墓を建立する施設 

隣地及び周辺人家等の所有者の同意書が必要 隣地及び周辺人家等の所有者の同意が必要 

農地法その他の法令に基づく許可があること。 農地法その他の法令に基づく許可があること。 
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４ 個人墓地について ※ 原則として個人の墓地は認めない方針（県） 

（１）墓埋法により墓地等を経営しようとする者は許可が必要。個人墓地は，法の「経営」にあたら

ない。（昭和 55年 7月 31 日広島地裁判決） 

（２）無許可で個人墓地を建立した者は，法の罰則の対象に含まれない。 

※ 罰則の対象は『「事業として墓地を営む者」を指す（昭和５５年７月３１日広島地裁判決） 

（３）止むを得ず個人墓地を新設する場合には，墓埋法の許可が必要。（厚生省公衆衛生局長回答） 

ただし，「原則として個人墓地は認めない。」（鹿児島県生活衛生課） 

山間等人里遠く離れた場所で，墓地の設け全く無く新設の必要ある場合は、個人に許可するも

支障ない。（厚生省公衆衛生局長連名通知） 

 

５ 近隣自治体墓地使用料 
  永代使用料 

鹿児島市 

1㎡につき 4,000 円以下とし、墓地別等級別にそれぞれ市長が定める。 

納骨施設使用料は、1基当り 60,000 円以下とし、工事費を基準として、それぞれ市長が定める。

ただし、市外居住者に対しては 4割増とする。 

霧島市 

国分宇都墓地 1㎡当たり 4,000 円 

溝辺町久保山墓地公苑及びしもづる墓地公苑 1㎡当たり 9,000 円 

ただし、本市に本籍又は住所を有しない者については、5割増 

鹿屋市 
緑山墓地・八之尾墓地・高須墓地・寿墓地 １㎡につき 20,000 円 

鹿屋市新川寿墓地                      １㎡につき 28,000 円 

出水市 
出水市城山墓地 1㎡当たり 5,000 円  

出水市寺原墓地 無料  

いちき串木野市 特級 3,500 円／㎡  Ａ級 2,900 円／㎡    Ｂ級 1,700 円／㎡  Ｃ級 1,200 円／㎡ 

※今回調査した自治体では，永代使用料とは別に、管理料を徴収しているところは無い。 

 

６ 無縁遺骨（慰霊塔）について 

（１）概要 

① 設置場所 薩摩川内市国分寺町６６６８番地３３（川内芸ノ尾第２墓地敷地内） 
② 施設概要 鉄筋コンクリート造／平屋／４㎡／建築費用 1701 千円／平成 19 年 3 月完成 
       平成 19 年 4 月 1 日，薩摩川内市立和光園の民間委譲に伴い，主管課であった「高齢・

障害福祉課」から「環境課」へ引継がれた。 
③ 保管理由  身元引受人の不在及び拒否，遺骨の引取者不在及び拒否，身元不明（行旅死亡人） 

  
（２）保管状況：１０４件を保管（受入可能残余件数１０件程度） 
 
（３）県内自治体の状況について 

 ① 所有状況  県内４３市町村のうち３３市町村が納骨堂等を所有し，無縁遺骨を保管。 
 ② 保管件数  平成２２年度 １３市町３０件 ／ 平成２３年度 １３市町２６件（１１月末） 
 
（４）今後の運用について 

  今後，身寄りのない単身高齢者の増加など無縁社会の進行で「保管件数」が増える可能性もあるた

め，次の点を検討する必要がある。 
 ① 骨壷の小型化による収納スペースの確保。 
 ② 保管依頼課から関係者への「遺骨引取」へ向けた再交渉の依頼。 
  （保管依頼課：福祉課／高齢・介護福祉課 等） 
 ③ あくまで「一時預かり」であるので，合祀は行わない考えであるが，これの是非。 
 
（５）県内各自治体の対応 

 ① 鹿屋市：期限を決めて合祀することを検討する。 
 ② 指宿市：骨壷のサイズを小型化（手のひら大）することで，スペース確保を行う。 
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○視点別評価

　■　妥当性　　⇒

　■　効率性　　⇒

　■　有効性　　⇒

○評価区分

チェック

外部委員評価作業シート

視　点

区　分

・事業規模（予算）が適切である

・事業内容や実施方法が適切である

妥　当　性

効　率　性

有　効　性

現状のまま継続

・従事職員数は適切か

・費用対効果は適切か

・更なるコスト削減が図れないか

評　価　の　理　由

事業の視点別評価

・事業規模（予算）を拡大すべきである
拡大

・コストに対し，十分な成果があがっているか

・事業継続により成果の向上が期待できるか

・目的に沿って期待通りの成果があるか

・整理・統合できる事業はないか

・他の実施主体を活用し，コスト削減が図れないか

委員名　　　　　　　　　

事　務　事　業　を　評　価　す　る　際　の　着　眼　点

・社会情勢の変化による目的や対象・手段について見直しの余地はないか

・すでに期待した目的を達成した事業ではないか

・民間で実施する方が，より成果や効率性が高まらないか

・国や県，他の課の事務事業と重複または類似していないか

・市民ニーズを反映しているか（ニーズが薄れていないか）

・事業実施の対象・手段は適切か

番号：９ 事務事業名：市営墓地管理運営事業

高い 低い

高い 低い

高い 低い

統合

移管

・目的の達成手段として不適切である

・事業効果がない又は低い

・目的の達成状況，社会情勢の変化から，事業実施の必要性・緊急性
がない又は低い。

・市で実施する妥当性がない

休　　止

手段の改善
・業務処理の効率化を図るべきである

・民間で実施した方が効果的・効率的である

■評価■（今後の改革の方向性）

■付記する意見■

見直しの上で継続

廃　　止

今後の改革の方向性

・実施の必要性がない又は低い

・他の事業と重複している

　外部評価結果のまとめ（行政改革推進委員会の意見）

・対象範囲を見直す必要がある

・他の事務事業と統合すべきである

拡大

・事業内容や実施手法を見直す必要がある

・対象範囲を見直す必要がある
縮小

・市民ニーズの再把握が必要である

・他の課・部署へ移管すべきである

・事業規模（予算）を縮小すべきである

⇒今後の方向性

現状のまま継続

見直しの上で継続

縮小他の事業と統合拡大 手段の改善

休止 廃止

移管
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